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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体を収容する内部空間を内部に有するフレームと、
　上記内部空間を所定の集積方向と交差するように仕切り、上記媒体が上記集積方向に沿
って集積される集積空間を形成する仕切板と、
　上記フレームに対し上記仕切板を上記集積方向に沿って移動させる仕切板移動部と、
　上記フレーム内における上記仕切板の移動範囲及び上記仕切板移動部との干渉を回避す
る箇所に取り付けられ、上記集積方向と交差する交差方向に関し上記集積空間の大きさを
規定するサイドガイドと、
　上記フレームの上記集積方向に関する両方の端部にそれぞれ設けられ、上記サイドガイ
ドの端部を複数の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めする位置決め部と、
　上記サイドガイドにおける両方の端部が位置決めされた保持状態と、少なくとも一方の
端部が位置決めされていない保持解除状態とを切り替える保持切替部と
　を具えることを特徴とする媒体収容装置。
【請求項２】
　上記位置決め部は、
　上記複数の取付位置に応じて、上記フレーム又は上記フレームに取り付けられる部品に
それぞれ形成された複数の被係合部であり、
　上記サイドガイドは、
　上記複数の被係合部のいずれかと係合することにより位置決めされる係合部が両方の端
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部にそれぞれ設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載の媒体収容装置。
【請求項３】
　上記被係合部は、孔部であり、
　上記サイドガイドの上記係合部は、上記孔部に挿入されることにより位置決めされる突
起である
　ことを特徴とする請求項２に記載の媒体収容装置。
【請求項４】
　上記位置決め部における上記複数の孔部は、上記集積方向に関する両側において互いに
同等の形状であり、
　上記サイドガイドは、上記集積方向に関し対称形状である
　ことを特徴とする請求項３に記載の媒体収容装置。
【請求項５】
　媒体を収容する内部空間を内部に有するフレームと、
　上記内部空間を所定の集積方向と交差するように仕切り、上記媒体が上記集積方向に沿
って集積される集積空間を形成する仕切板と、
　上記フレームに対し上記仕切板を上記集積方向に沿って移動させる仕切板移動部と、
　上記フレーム内における上記仕切板の移動範囲及び上記仕切板移動部との干渉を回避す
る箇所に取り付けられ、上記集積方向と交差する交差方向に関し上記集積空間の大きさを
規定するサイドガイドと、
　上記フレームの上記集積方向に関する端部に設けられ、上記サイドガイドの端部を複数
の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めする位置決め部と、
　上記サイドガイドの端部が位置決めされた保持状態と位置決めされていない保持解除状
態とを切り替える保持切替部と、
　上記フレームの端部に設けられ、上記内部空間と外部との間で上記サイドガイドを挿通
させる挿通孔と
　を具え、
　上記保持切替部は、
　上記フレームの端部に装着されたときに上記挿通孔の少なくとも一部を閉塞して上記保
持状態となり、上記フレームの端部から離脱されたときに上記挿通孔を開放して上記保持
解除状態となる着脱部である
　ことを特徴とする媒体収容装置。
【請求項６】
　上記位置決め部は、
　上記複数の取付位置に応じて上記着脱部にそれぞれ形成された複数の被係合部であり、
　上記サイドガイドは、
　上記複数の被係合部のいずれかと係合することにより位置決めされる係合部が端部に設
けられている
　ことを特徴とする請求項５に記載の媒体収容装置。
【請求項７】
　上記フレームの上記挿通孔が設けられた端部と反対側の反対端部に設けられ、上記サイ
ドガイドの上記反対側の端部を複数の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めし
、上記位置決め部と同等形状の複数の被係合部でなる反対側位置決め部
　をさらに具え、
　上記サイドガイドは、
　上記集積方向に関し対称形状でなり、上記係合部と同等の形状でなる反対側係合部が上
記反対側の端部に設けられている
　ことを特徴とする請求項６に記載の媒体収容装置。
【請求項８】
　上記位置決め部は、
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　上記複数の取付位置に応じて、上記フレーム又は上記フレームに取り付けられる部品に
それぞれ形成された複数の孔部であり、
　上記サイドガイドは、
　上記孔部に挿入されることにより位置決めされる突起が端部に形成されている
　ことを特徴とする請求項５に記載の媒体収容装置。
【請求項９】
　媒体を収容する内部空間を内部に有するフレームと、
　上記内部空間を所定の集積方向と交差するように仕切り、上記媒体が上記集積方向に沿
って集積される集積空間を形成する仕切板と、
　上記フレームに対し上記仕切板を上記集積方向に沿って移動させる仕切板移動部と、
　上記フレーム内における上記仕切板の移動範囲及び上記仕切板移動部との干渉を回避す
る箇所に取り付けられ、上記集積方向と交差する交差方向に関し上記集積空間の大きさを
規定するサイドガイドと、
　上記フレームの上記集積方向に関する端部に設けられ、上記サイドガイドの端部を複数
の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めする位置決め部と、
　上記サイドガイドの端部が位置決めされた保持状態と位置決めされていない保持解除状
態とを切り替える保持切替部と、
　上記フレームの端部に設けられ、上記内部空間と外部との間で上記サイドガイドを挿通
させる挿通孔と
　を具え、
　上記位置決め部は、
　上記フレームの端部における上記挿通孔の周囲部分でなり、上記交差方向に関する上記
サイドガイドの位置を定める
　ことを特徴とする媒体収容装置。
【請求項１０】
　上記位置決め部は、
　上記複数の取付位置に応じて上記挿通孔の周囲部分にそれぞれ形成された複数の被係合
部であり、
　上記サイドガイドは、
　上記複数の被係合部のいずれかと係合することにより位置決めされる係合部が端部に設
けられている
　ことを特徴とする請求項９に記載の媒体収容装置。
【請求項１１】
　上記フレームの上記挿通孔が設けられた端部と反対側の反対端部に設けられた反対側挿
通孔と、
　上記反対側挿通孔の周囲部分に設けられ、上記サイドガイドの上記反対側の端部を複数
の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めし、上記位置決め部と同等形状の複数
の被係合部でなる反対側位置決め部と
　をさらに具え、
　上記サイドガイドは、
　上記集積方向に関し対称形状でなり、上記係合部と同等の形状でなる反対側係合部が上
記反対側の端部に設けられている
　ことを特徴とする請求項１０に記載の媒体収容装置。
【請求項１２】
　上記サイドガイドの上記係合部は、
　上記集積方向と交差する方向に突出した爪部を、上記挿通孔の周囲部分の上記集積方向
側に位置させることにより、上記被係合部と係合させる
　ことを特徴とする請求項１０に記載の媒体収容装置。
【請求項１３】
　上記保持切替部は、
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　上記サイドガイドの端部に設けられ、上記位置決め部に対して係合したときに上記保持
状態となり、その係合を解除したときに上記保持解除状態となる
　ことを特徴とする請求項１又は請求項９に記載の媒体収容装置。
【請求項１４】
　媒体を搬送する搬送部と、
　上記搬送部により搬送されてきた上記媒体又は上記搬送部により搬送すべき上記媒体を
収容する内部空間を内部に有するフレームと、
　上記内部空間を所定の集積方向と交差するように仕切り、上記媒体が上記集積方向に沿
って集積される集積空間を形成する仕切板と、
　上記フレームに対し上記仕切板を上記集積方向に沿って移動させる仕切板移動部と、
　上記フレーム内における上記仕切板の移動範囲及び上記仕切板移動部との干渉を回避す
る箇所に取り付けられ、上記集積方向と交差する交差方向に関し上記集積空間の大きさを
規定するサイドガイドと、
　上記フレームの上記集積方向に関する両方の端部にそれぞれ設けられ、上記サイドガイ
ドの端部を複数の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めする位置決め部と、
　上記サイドガイドにおける両方の端部が位置決めされた保持状態と、少なくとも一方の
端部が位置決めされていない保持解除状態とを切り替える保持切替部と
　を具えることを特徴とする媒体処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は媒体収容装置及び媒体処理装置に関し、例えば紙幣等の媒体を投入して所望の
取引を行う現金自動預払機（ＡＴＭ）等に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、金融機関等で使用される現金自動預払機等においては、顧客との取引内容に応じ
て、例えば顧客に紙幣や硬貨等の現金を入金させ、また顧客へ現金を出金するようになさ
れている。
【０００３】
　現金自動預払機としては、例えば顧客との間で紙幣の授受を行う接客部と、紙幣を搬送
する搬送部と、投入された紙幣の金種及び真偽を鑑別する鑑別部と、投入された紙幣を一
時的に保留する一時保留部と、金種ごとに紙幣を格納する紙幣カセットとを有するものが
提案されている。
【０００４】
　この現金自動預払機は、入金取引において、顧客が接客部に紙幣を投入すると、投入さ
れた紙幣を搬送して鑑別部で鑑別し、正常紙幣と鑑別された紙幣を一時保留部へ収納する
一方、取引すべきでないと鑑別された紙幣を接客部へ戻して顧客に返却する。続いて現金
自動預払機は、顧客により入金金額が確定されると、一時保留部に収納している紙幣を繰
り出してその金種を鑑別部により再鑑別し、鑑別された金種に応じて各紙幣カセットへ収
納する。
【０００５】
　このうち接客部としては、紙幣を集積された状態で収容するための集積空間を内部に形
成すると共に、紙幣を重ねる方向（以下これを集積方向と呼ぶ）に沿って板状の仕切板を
移動させることにより集積空間の大きさを変化させるように構成されたものがある（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００６】
　例えば接客部は、入金取引において、長手方向を左右に向け短手方向を上下に向けて、
集積された紙幣が集積空間内へ投入されると、仕切板を所定方向へ移動させてこの紙幣を
内部に設けられた繰出機構側へ押し付け、当該繰出機構により１枚ずつに分離して搬送部
へ受け渡す。
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【０００７】
　また接客部は、例えば出金取引において、仕切板を所定方向へ移動させて内部に設けら
れた放出機構側にある程度の大きさの集積空間を確保して、搬送部から１枚ずつ受け渡さ
れる紙幣を当該放出機構により集積空間内へ放出して互いの紙面を重ねるように集積した
後、顧客に取り出させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１２－７６９１４公報（第３図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで現金自動預払機により取り扱う紙幣の大きさについては、金種により異なる場
合がある。
【００１０】
　このため、集積空間における紙幣の長手方向に対応する方向（以下これを幅方向と呼ぶ
）の長さについては、取り扱う紙幣のうち長手方向の長さが最も長いものを収納できる必
要がある。
【００１１】
　また集積空間内では、繰出機構に組み込まれているローラの位置等との関係により、紙
幣をできるだけ幅方向の中央に位置させることが望ましい。すなわち集積空間の幅方向の
長さについては、できるだけ短くすることが望ましい。
【００１２】
　すなわち接客部は、取り扱う紙幣のうち長手方向の長さが最も長いものに合わせて、集
積空間の幅方向の長さを適切に設定する必要がある。
【００１３】
　そこで接客部では、サイドガイドと呼ばれる部品を筐体内に取り付けることにより集積
空間における幅方向の長さを規定しており、筐体に対するサイドガイドの取付位置を変更
し、或いは異なる大きさのサイドガイドを複数用意しておき、これらを適宜交換して筐体
に取り付けることにより、集積空間の幅方向の長さを調整することができる。
【００１４】
　しかしながら接客部では、集積空間における幅方向の長さを調整する際に、サイドガイ
ドの取付位置を変更し、或いはサイドガイドを交換するために、ある程度分解する必要が
あり、また集積空間の内側からねじ止め等の作業を行う場合もあるため、作業効率が悪い
という問題があった。
【００１５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、可動する仕切板により仕切られる集積空
間の幅を容易に調整し得る媒体収容装置及び媒体処理装置を提案しようとするものである
。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　かかる課題を解決するため本発明の媒体収容装置においては、媒体を収容する内部空間
を内部に有するフレームと、内部空間を所定の集積方向と交差するように仕切り、媒体が
集積方向に沿って集積される集積空間を形成する仕切板と、フレームに対し仕切板を集積
方向に沿って移動させる仕切板移動部と、フレーム内における仕切板の移動範囲及び仕切
板移動部との干渉を回避する箇所に取り付けられ、集積方向と交差する交差方向に関し集
積空間の大きさを規定するサイドガイドと、フレームの集積方向に関する両方の端部にそ
れぞれ設けられ、サイドガイドの端部を複数の取付位置から選択された一の取付位置に位
置決めする位置決め部と、サイドガイドにおける両方の端部が位置決めされた保持状態と
、少なくとも一方の端部が位置決めされていない保持解除状態とを切り替える保持切替部
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とを設けるようにした。
【００１７】
　また本発明の媒体収容装置においては、媒体を収容する内部空間を内部に有するフレー
ムと、内部空間を所定の集積方向と交差するように仕切り、媒体が集積方向に沿って集積
される集積空間を形成する仕切板と、フレームに対し仕切板を集積方向に沿って移動させ
る仕切板移動部と、フレーム内における仕切板の移動範囲及び仕切板移動部との干渉を回
避する箇所に取り付けられ、集積方向と交差する交差方向に関し集積空間の大きさを規定
するサイドガイドと、フレームの集積方向に関する端部に設けられ、サイドガイドの端部
を複数の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めする位置決め部と、サイドガイ
ドの端部が位置決めされた保持状態と位置決めされていない保持解除状態とを切り替える
保持切替部と、フレームの端部に設けられ、内部空間と外部との間でサイドガイドを挿通
させる挿通孔とを設け、保持切替部は、フレームの端部に装着されたときに挿通孔の少な
くとも一部を閉塞して保持状態となり、フレームの端部から離脱されたときに挿通孔を開
放して保持解除状態となる着脱部とした。
　さらに本発明の媒体収容装置においては、媒体を収容する内部空間を内部に有するフレ
ームと、内部空間を所定の集積方向と交差するように仕切り、媒体が集積方向に沿って集
積される集積空間を形成する仕切板と、フレームに対し仕切板を集積方向に沿って移動さ
せる仕切板移動部と、フレーム内における仕切板の移動範囲及び仕切板移動部との干渉を
回避する箇所に取り付けられ、集積方向と交差する交差方向に関し集積空間の大きさを規
定するサイドガイドと、フレームの集積方向に関する端部に設けられ、サイドガイドの端
部を複数の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めする位置決め部と、サイドガ
イドの端部が位置決めされた保持状態と位置決めされていない保持解除状態とを切り替え
る保持切替部と、フレームの端部に設けられ、内部空間と外部との間でサイドガイドを挿
通させる挿通孔とを設け、位置決め部は、フレームの端部における挿通孔の周囲部分でな
り、交差方向に関するサイドガイドの位置を定めるようにした。
【００１８】
　さらに本発明の媒体処理装置においては、媒体を搬送する搬送部と、搬送部により搬送
されてきた媒体又は搬送部により搬送すべき媒体を収容する内部空間を内部に有するフレ
ームと、内部空間を所定の集積方向と交差するように仕切り、媒体が集積方向に沿って集
積される集積空間を形成する仕切板と、フレームに対し仕切板を集積方向に沿って移動さ
せる仕切板移動部と、フレーム内における仕切板の移動範囲及び仕切板移動部との干渉を
回避する箇所に取り付けられ、集積方向と交差する交差方向に関し集積空間の大きさを規
定するサイドガイドと、フレームの集積方向に関する両方の端部にそれぞれ設けられ、サ
イドガイドの端部を複数の取付位置から選択された一の取付位置に位置決めする位置決め
部と、サイドガイドにおける両方の端部が位置決めされた保持状態と、少なくとも一方の
端部が位置決めされていない保持解除状態とを切り替える保持切替部とを設けるようにし
た。
【００１９】
　本発明は、保持切替部を保持解除状態に切り替えさせるだけでサイドガイドにおける両
方の端部を位置決めされていない状態にすることができ、サイドガイドの端部の取付位置
を調整させた後、再び保持状態に切り替えさせることにより、当該サイドガイドを調整後
の取付位置に位置決めすることができる。そのうえ本発明は、フレームに対しサイドガイ
ドをその両端において位置決めするため、集積方向に沿って移動する仕切板との干渉も回
避できる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、可動する仕切板により仕切られる集積空間の幅を容易に調整し得る媒
体収容装置及び媒体処理装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】現金自動預払機の外観構成を示す略線的斜視図である。
【図２】紙幣入出金機の構成を示す略線図である。
【図３】接客部の構成（１）を示す略線図である。
【図４】接客部の構成（２）を示す略線図である。
【図５】接客部における紙幣の授受を示す略線図である。
【図６】接客部における紙幣の繰出を示す略線図である。
【図７】接客部における紙幣の集積を示す略線図である。
【図８】第１の実施の形態におけるサイドガイドの構成を示す略線図である。
【図９】サイドガイドの取付を示す略線的斜視図である。
【図１０】フレームの後側部の構成を示す略線図である。
【図１１】カバー板の構成を示す略線図である。
【図１２】第２の実施の形態におけるサイドガイドの構成を示す略線図である。
【図１３】第２の実施の形態におけるフレームの前側部の構成を示す略線図である。
【図１４】第２の実施の形態における挿通孔の構成を示す略線図である。
【図１５】第２の実施の形態におけるサイドガイドの挿通を示す略線的斜視図である。
【図１６】第２の実施の形態における前側部と係合部との係合を示す略線図である。
【図１７】第３の実施の形態による紙幣カセットの構成（１）を示す略線的斜視図である
。
【図１８】第３の実施の形態による紙幣カセットの構成（２）を示す略線的斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、発明を実施するための形態（以下実施の形態とする）について、図面を用いて説
明する。
【００２３】
［１．第１の実施の形態］
［１－１．現金自動預払機の全体構成］
　図１に外観を示すように、現金自動預払機１は、箱状の筐体２を中心に構成されており
、例えば金融機関等に設置され、顧客との間で入金取引や出金取引等の現金に関する取引
を行うようになされている。
【００２４】
　筐体２は、その前側に顧客が対峙した状態で紙幣の投入やタッチパネルによる操作等を
しやすい箇所、すなわち前面の上部から上面に渡る部分が斜めに切り落とされたような形
状となっており、この部分に応対部３が設けられている。
【００２５】
　応対部３は、筐体２の前上側部分に設けられており、顧客との間で現金や通帳等を直接
やり取りすると共に、取引に関する情報の通知や操作指示の受付を行うようになされてい
る。
【００２６】
　応対部３は、正面を向くようにカード入出口４及び通帳入出口５が設けられると共に、
上方を向くように紙幣入出金口６、硬貨入出金口７及び表示操作部８が設けられている。
【００２７】
　カード入出口４は、キャッシュカード等の各種カードが挿入又は排出される部分である
。カード入出口４の奥側には、各種カードに磁気記録された口座番号等の読み取りを行う
カード処理部が設けられている。
【００２８】
　通帳入出口５は、通帳が挿入又は排出される部分である。通帳入出口５の奥側には、通
帳に記録された磁気情報の読み取りや取引内容の印字処理等を行う通帳処理部が設けられ
ている。
【００２９】
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　紙幣入出金口６は、顧客が入金する紙幣が投入されると共に、顧客へ出金する紙幣が排
出される部分である。また紙幣入出金口６は、後述するシャッタを駆動することにより開
放又は閉塞するようになされている。
【００３０】
　硬貨入出金口７は、顧客が入金する硬貨が投入されると共に、顧客へ出金する硬貨が排
出される部分である。また硬貨入出金口７は、紙幣入出金口６と同様にシャッタを駆動す
ることにより開放又は閉塞するようになされている。
【００３１】
　表示操作部８は、取引に際して操作画面を表示するＬＣＤ（Liquid Crystal Display）
と、取引の種類の選択、暗証番号や取引金額等を入力するタッチセンサとが一体化された
タッチパネルとなっている。
【００３２】
　以下では、現金自動預払機１のうち顧客が対峙する側を前側とし、その反対を後側とし
、当該前側に対峙した顧客から見て左及び右をそれぞれ左側及び右側とし、さらに上側及
び下側を定義して説明する。
【００３３】
　筐体２内には、現金自動預払機１全体を統括制御する主制御部９や、紙幣に関する種々
の処理を行う紙幣入出金機１０等が設けられている。
【００３４】
　主制御部９は、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit）を中心に構成されてお
り、図示しないＲＯＭやフラッシュメモリ等から所定のプログラムを読み出して実行する
ことにより、入金取引や出金取引等の種々の処理を行うようになされている。
【００３５】
　また主制御部９は、内部にＲＡＭ（Random Access Memory）、ハードディスクドライブ
やフラッシュメモリ等でなる記憶部を有しており、この記憶部に種々の情報を記憶させる
ようになされている。
【００３６】
　因みに筐体２は、前面側やその後面側等の一部の側面が開閉可能な扉により構成されて
いる。すなわち筐体２は、顧客との間で現金に関する取引を行う取引動作時には、図１に
示したように各扉を閉塞することにより、紙幣入出金機１０内に収納している紙幣を保護
する。一方筐体２は、作業者等が保守作業を行う保守作業時には、必要に応じて各扉を開
放することにより、内部の各部に対する作業を容易に行わせ得るようになされている。
【００３７】
　紙幣入出金機１０は、図２に側面図を示すように、内部に紙幣に関する種々の処理を行
う複数の部分が組み込まれている。また紙幣入出金機１０の各部分は、紙幣制御部１１に
より制御されるようになされている。
【００３８】
　紙幣制御部１１は、主制御部９と同様、図示しないＣＰＵを中心に構成されており、図
示しないＲＯＭやフラッシュメモリ等から所定のプログラムを読み出して実行することに
より、紙幣の搬送先を決定する処理等、種々の処理を行うようになされている。
【００３９】
　また紙幣制御部１１は、内部にＲＡＭ及びフラッシュメモリ等でなる記憶部を有してお
り、この記憶部に種々の情報を記憶させるようになされている。
【００４０】
　紙幣制御部１１は、例えば顧客が紙幣を入金する入金取引を行う場合、表示操作部８（
図１）を介して所定の操作入力を受け付けた後、シャッタを開いて接客部１２内に形成さ
れた集積空間ＳＣへ紙幣を投入させる。
【００４１】
　接客部１２は、集積空間ＳＣに紙幣が投入されると、シャッタを閉じて当該集積空間Ｓ
Ｃ内から紙幣を１枚ずつ繰り出し、搬送部１３へ受け渡す。搬送部１３は、複数のローラ
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やベルト等により構成されており、長方形の紙葉状に構成された紙幣を短辺方向に沿って
進行させ、鑑別部１４へ搬送する。
【００４２】
　鑑別部１４は、その内部で紙幣を搬送しながら、光学素子や磁気検出素子等を用いて当
該紙幣の金種及び真偽、並びに損傷の程度等を鑑別し、その鑑別結果を紙幣制御部１１へ
通知する。これに応じて紙幣制御部１１は、取得した鑑別結果に基づいて当該紙幣の搬送
先を決定する。
【００４３】
　このとき搬送部１３は、鑑別部１４において正常紙幣と鑑別された紙幣を一時保留部１
５へ搬送する等して一時的に保留させる一方、取引すべきでないと鑑別されたリジェクト
紙幣を接客部１２へ搬送して顧客に返却する。
【００４４】
　その後紙幣制御部１１は、表示操作部８を介して顧客に入金金額を確定させ、一時保留
部１５に保留している紙幣を搬送部１３により鑑別部１４へ搬送してその金種及び損傷の
程度等を鑑別させ、その鑑別結果を取得する。
【００４５】
　そして紙幣制御部１１は、紙幣の損傷の程度が大きければ、これを再利用すべきでない
紙幣として搬送部１３によりリジェクトカセット１６へ搬送して収納させ、損傷の程度が
小さければ、これを再利用すべき紙幣として搬送部１３により搬送させ、その金種に応じ
た紙幣カセット１７に収納させるようになされている。
【００４６】
　また紙幣制御部１１は、例えば顧客が紙幣を出金する出金取引を行う場合、表示操作部
８（図１）を介して所定の操作入力を受け付けた後、出金すべき金額に応じた紙幣を紙幣
カセット１７から繰り出させ、搬送部１３により鑑別部１４へ搬送させる。
【００４７】
　続いて紙幣制御部１１は、この紙幣を鑑別部１４により鑑別させた上で、搬送部１３に
より接客部１２へ搬送して集積空間ＳＣ内に集積させ、紙幣入出金口６（図１）のシャッ
タを開いて顧客に取り出させる。
【００４８】
　このように接客部１２は、入金取引において顧客に紙幣を集積空間ＳＣ内へ投入させ、
また出金取引において搬送されてきた紙幣を集積空間ＳＣ内に集積して顧客に取り出させ
るようになされている。
【００４９】
［１－２．接客部の構成］
　次に、接客部１２の構成について説明する。図３（Ａ）及び（Ｂ）並びに図４に示すよ
うに、接客部１２は、全体として直方体状に構成されたフレーム２０内に複数の部品が取
り付けられており、内部に紙幣ＢＬを集積するための集積空間ＳＣを形成している。
【００５０】
　因みに図３（Ａ）は、接客部１２を左側から見た側面図を表し、図４はそのＡ１－Ａ２
断面を前側から見た断面図を表し、さらに図３（Ｂ）はそのＢ１－Ｂ２断面を左側から見
た断面図を表している。なお説明の都合上、各部品は簡略化されており、さらに一部の部
品は省略され、或いは透過されている。
【００５１】
　フレーム２０は、全体として直方体状に構成されており、内部に直方体状の内部空間２
０Ａ（図３（Ｂ））が形成されている。内部空間２０Ａは、その下側、前側及び後側にお
いてそれぞれ下側部２０Ｂ、前側部２０Ｃ及び後側部２０Ｄにより囲まれる一方、上側が
大きく開放されることにより外部と連通している。
【００５２】
　またフレーム２０の上側には、前後方向に２分割されたシャッタ２１Ａ及び２１Ｂ（以
下これらをまとめてシャッタ２１と呼ぶ）が設けられている。シャッタ２１は、図示しな
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い駆動機構によってそれぞれ前後方向へ摺動されることにより、内部空間２０Ａを外部か
ら閉塞し、また外部へ開放するようになされている。
【００５３】
　内部空間２０Ａの左端近傍には、上下のほぼ中央となる高さにビルプレス案内部２２が
設けられている。ビルプレス案内部２２は、前後方向に細長い円柱状に形成されている。
またビルプレス案内部２２の上側及び下側には、サイドガイド２４及び２５がそれぞれ設
けられている。
【００５４】
　サイドガイド２４及び２５は、集積方向である前後方向に細長く左右方向にやや薄い直
方体状に形成されている。すなわちサイドガイド２４及び２５は、いずれも前後対称に構
成されている。またサイドガイド２４及び２５は、ビルプレス案内部２２との間にある程
度の隙間を形成している。
【００５５】
　内部空間２０Ａの右端近傍には、ビルプレス案内部２２、サイドガイド２４及び２５と
それぞれ左右対称に構成されたビルプレス案内部２３、サイドガイド２６及び２７が設け
られている。
【００５６】
　このサイドガイド２４～２７は、内部空間２０Ａ内において、交差方向としての左右方
向、すなわち紙幣の幅方向に関する位置を規制している（詳しくは後述する）。
【００５７】
　また内部空間２０Ａ内には、板状のビルプレス２８及びプールガイド２９が設けられて
いる。仕切板としてのビルプレス２８は、前後方向に薄い板状に形成されており、内部空
間２０Ａを前後方向に仕切るようになされている。
【００５８】
　ビルプレス２８の上端及び下端は、それぞれシャッタ２１の下面及びフレーム２０の下
側部２０Ｂに対し、それぞれ僅かな隙間を形成している。またビルプレス２８は、図４に
示したように、左右の両側面における上下の中央付近からそれぞれ外方へ向けてビルプレ
スアーム部２８Ａ及び２８Ｂが延設されている。
【００５９】
　ビルプレスアーム部２８Ａは、上下方向に短く形成されており、サイドガイド２４及び
２５との間にそれぞれ僅かな隙間を形成している。またビルプレスアーム部２８Ａにおけ
る上下の中央付近には、丸孔でなる孔部２８ＡＨが前後方向に貫通するように穿設されて
いる。この孔部２８ＡＨには、ビルプレス案内部２２が挿通されている。
【００６０】
　ビルプレスアーム部２８Ｂは、ビルプレスアーム部２８Ａと左右対称に形成されており
、孔部２８ＡＨと対応する孔部２８ＢＨにビルプレス案内部２３が挿通されている。
【００６１】
　すなわちビルプレス２８は、ビルプレス案内部２２及び２３によってビルプレスアーム
部２８Ａ及び２８Ｂがそれぞれ案内されることにより、前後方向へ自在に移動できるよう
になされている。
【００６２】
　また接客部１２には、ビルプレス２８を駆動するための仕切板移動部としてのビルプレ
ス駆動部３０が設けられている。
【００６３】
　ビルプレス駆動部３０は、フレーム２０の下側における後方寄りにアクチュエータ３１
が配置されている。アクチュエータ３１は、出力軸を左右方向に向けるように設けられて
おり、その出力軸に駆動ギア３２が取り付けられている。駆動ギア３２は、シャフト３３
に挿通されたギア３４と歯合している。
【００６４】
　シャフト３３は、細長い円柱状に形成されており、中心軸を左右方向に沿って配置され
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ると共に、その両端に駆動プーリ３５が取り付けられている。左右の駆動プーリ３５は、
サイドガイド２４～２７よりも外側に位置している。
【００６５】
　一方、フレーム２０の左側面には、駆動プーリ３５のほぼ真上となる位置にアイドルプ
ーリ３６が設けられている。またフレーム２０の左側面には、ビルプレス案内部２２の前
端及び後端付近における左側、すなわちサイドガイド２４及び２５よりも外側に、アイド
ルプーリ３７及び３８が設けられている。
【００６６】
　因みにアイドルプーリ３７は、その下端部分の高さがアイドルプーリ３６の上端の高さ
と同等になるよう、その取付位置が調整されている。
【００６７】
　アイドルプーリ３６、３７及び３８は、いずれも中心軸を左右方向に向けた円板状に形
成されており、自在に回転し得るようになされている。
【００６８】
　さらに駆動プーリ３５並びにアイドルプーリ３６、３７及び３８の間には、駆動ベルト
３９が架け渡されている。駆動ベルト３９は、駆動プーリ３５の下側、アイドルプーリ３
６の後上側、アイドルプーリ３７の前側及びアイドルプーリ３８の後上側において各プー
リと当接している。
【００６９】
　また駆動ベルト３９は、アイドルプーリ３６及び３７の間においてビルプレス案内部２
２とほぼ平行に架け渡されており、この部分においてビルプレスアーム部２８Ａのベルト
固定部２８ＡＳが固定されている。
【００７０】
　因みにフレーム２０の右側面には、左側面と同様にアイドルプーリ３６、３７及び３８
並びに駆動ベルト３９が設けられている。
【００７１】
　かかる構成によりビルプレス駆動部３０は、アクチュエータ３１に電力が供給されると
、駆動ギア３２を回転させ、ギア３４を介して駆動プーリ３５を回転させる。これに伴い
ビルプレス駆動部３０は、駆動プーリ３５並びにアイドルプーリ３６、３７及び３８の間
で駆動ベルト３９を走行させて、当該駆動ベルト３９に固定されたビルプレス２８を前後
方向へ移動させることができる。
【００７２】
　プールガイド２９は、ビルプレス２８と同様の板状に構成されており、ビルプレス２８
よりも前方において、ビルプレス案内部２２及び２３に沿って前後方向へ自在に移動でき
るようになされている。
【００７３】
　因みにプールガイド２９は、図示しないプールガイド駆動部から駆動力が伝達されるこ
とにより、前後方向へ移動されるようになされている。
【００７４】
　ところで内部空間２０Ａ内には、図３（Ｂ）及び図４に破線で示したように、上下がシ
ャッタ２１及びフレーム２０の下側部２０Ｂにより挟まれ、前後がプールガイド２９及び
ビルプレス２８により挟まれ、さらに左右がサイドガイド２４～２７により挟まれた空間
が形成される。以下この空間を集積空間ＳＣと呼ぶ。
【００７５】
　すなわち集積空間ＳＣにおける左右方向の長さは、フレーム２０に対するサイドガイド
２４～２７の取付位置に応じて定まることになる。
【００７６】
　またこの集積空間ＳＣには、紙面を前後に向け長手方向を左右に向けた状態で紙幣が集
積されるようになされている。このためサイドガイド２４～２７の取付位置は、集積空間
ＳＣに収容すべき紙幣のうち、長手方向の長さが最も長いものに合わせて定められること
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になる。
【００７７】
　さらにフレーム２０の下部には、集積空間内の紙幣ＢＬを搬送部１３（図２）へ受け渡
す繰出部４０と、搬送部１３から搬送されてきた紙幣ＢＬを集積空間内へ集積する集積部
５０とが組み込まれている。
【００７８】
　繰出部４０は、上下方向に沿って形成された搬送路４１の前後に配置された繰出ローラ
４２及び従動ローラ４３と、フレーム２０の前側部２０Ｃにおける下寄りに配置されたピ
ッカローラ４４とにより構成されている。
【００７９】
　搬送路４１は、フレーム２０を上下に貫通するように形成されており、紙幣ＢＬを下方
向へ通過させ得るようになされている。
【００８０】
　繰出ローラ４２は、搬送路４１を挟んで従動ローラ４３と対向しており、図示しない駆
動機構から駆動力が伝達されることにより、左側から見て反時計方向に回転するようにな
されている。
【００８１】
　従動ローラ４３は、繰出ローラ４２と当接しており、当該繰出ローラ４２の回転に伴い
、左側から見て時計方向に回転するようになされている。
【００８２】
　ピッカローラ４４は、内部空間２０Ａ内に後側の一部分を突出させており、繰出ローラ
４２と同様、図示しない駆動機構から駆動力が伝達されることにより、左側から見て反時
計方向に回転するようになされている。因みにプールガイド２９には、このピッカローラ
４４を後側に露出させるための孔部が設けられている。
【００８３】
　集積部５０は、上下方向に沿って形成された搬送路５１の前後に配置された集積ローラ
５２及び従動ローラ５３により構成されている。
【００８４】
　搬送路５１は、フレーム２０を上下に貫通するように形成されており、紙幣ＢＬを上方
向へ通過させ得るようになされている。
【００８５】
　集積ローラ５２は、搬送路５１を挟んで従動ローラ５３と対向しており、図示しない駆
動機構から駆動力が伝達されることにより、左側から見て反時計方向に回転するようにな
されている。
【００８６】
　従動ローラ５３は、集積ローラ５２と当接しており、当該集積ローラ５２の回転に伴い
、左側から見て時計方向に回転するようになされている。
【００８７】
　かかる構成において接客部１２は、例えば入金取引において顧客に媒体としての紙幣Ｂ
Ｌを入金させる際、図５に示すように、ビルプレス２８を搬送路５１よりも前側に位置さ
せると共にプールガイド２９を搬送路４１よりも後側に位置させ、シャッタ２１を開放し
て集積空間ＳＣを外部空間と連通させる。
【００８８】
　これにより接客部１２は、顧客に紙幣ＢＬを集積空間ＳＣ内へ投入させることができる
。このとき投入された紙幣ＢＬは、集積空間ＳＣ内で長辺をフレーム２０の下側部２０Ｂ
に当接させ、長手方向をほぼ左右方向へ向けて、ビルプレス２８又はプールガイド２９に
立て掛けられた状態となる。
【００８９】
　続いて接客部１２は、図６に示すように、シャッタ２１を閉塞し、プールガイド２９を
最も前側に移動させると共に、ビルプレス２８を極力前方へ移動させて当該プールガイド
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２９に紙幣ＢＬを押し付ける。
【００９０】
　この状態で接客部１２は、繰出部４０のピッカローラ４４を回転させることにより、紙
幣ＢＬを順次下方へ送り出し、繰出ローラ４２及び従動ローラ４３により当該紙幣ＢＬを
搬送路４１に沿って順次下方へ搬送し、搬送部１３（図２）に受け渡していく。
【００９１】
　また接客部１２は、例えば出金取引において顧客へ紙幣ＢＬを出金する際、図７に示す
ように、ビルプレス２８を最も後側に移動させると共に、プールガイド２９を搬送路５１
よりもやや前方に位置させ、集積空間ＳＣを内部空間２０Ａにおける後寄りの部分に形成
する。
【００９２】
　この状態で接客部１２は、集積ローラ５２及び従動ローラ５３を回転させることにより
、搬送部１３（図２）から順次受け渡される紙幣ＢＬを搬送路５１に沿って順次上方へ搬
送し、集積空間ＳＣ内に集積させていく。このとき接客部１２は、集積される紙幣ＢＬが
増えるに連れてプールガイド２９を前方へ徐々に移動させていき、集積空間ＳＣを徐々に
拡大していく。
【００９３】
　その後接客部１２は、出金すべき全ての紙幣ＢＬを集積空間ＳＣ内に集積すると、プー
ルガイド２９及びビルプレス２８をそれぞれ図５に示した位置まで前方へ移動させ、さら
にシャッタ２１を開放することにより集積空間ＳＣを外部空間と連通させて、紙幣ＢＬを
顧客に取り出させる。
【００９４】
　このように接客部１２は、サイドガイド２４～２７により左右方向の大きさが定められ
る集積空間ＳＣに紙幣ＢＬを収容しながら、顧客との間で当該紙幣ＢＬを授受するように
なされている。
【００９５】
［１－３．サイドガイドの取付］
　次に、接客部１２におけるフレーム２０に対するサイドガイド２４～２７（図３、図４
）の取付について説明する。
【００９６】
　図８（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、サイドガイド２４の前端には、係合部としての係
合突起２４Ａが前方へ向けて突設されている。係合突起２４Ａは、サイドガイド２４より
も一回り細い直方体状に形成されている。またサイドガイド２４の後端には、係合突起２
４Ａと前後対称な係合突起２４Ｂが後方へ向けて突設されている。
【００９７】
　さらにサイドガイド２５、２６及び２７は、それぞれサイドガイド２４と同様に、前端
に係合突起２５Ａ、２６Ａ及び２７Ａが突設されると共に、後端に係合突起２５Ｂ、２６
Ｂ及び２７Ｂがそれぞれ突設されている。
【００９８】
　因みに、サイドガイド２４～２７における前後方向の長さである距離Ｌ１は、フレーム
２０における後側部２０Ｄの前面から前側部２０Ｃの前面までの距離Ｌ２（図３（Ａ））
とほぼ同等になっている。
【００９９】
　一方、図９に示すように、フレーム２０の前側部２０Ｃには、前後方向に貫通する挿通
孔６１及び６２が左右にそれぞれ穿設されている。
【０１００】
　挿通孔６１は、サイドガイド２４及び２５の前方となる箇所に位置しており、サイドガ
イド２４及び２５の断面形状よりも十分に大きく形成されている。このため挿通孔６１は
、フレーム２０の前方外側からサイドガイド２４及び２５を内部空間２０Ａ内へそれぞれ
挿通させることができる。
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【０１０１】
　これと同様に挿通孔６２は、サイドガイド２６及び２７の前方となる箇所に位置してお
り、フレーム２０の前方外側から当該サイドガイド２６及び２７を内部空間２０Ａ内へそ
れぞれ挿通させ得るようになされている。
【０１０２】
　フレーム２０の後側部２０Ｄにおける前面側（すなわち内面側）には、図４と対応する
図１０に示すように、左上、左下、右上及び右下に、それぞれ位置決め部及び被係合部と
しての係合孔群６５、６６、６７及び６８が設けられている。
【０１０３】
　係合孔群６５は、３箇所の係合孔６５Ａ、６５Ｂ及び６５Ｃにより構成されている。係
合孔６５Ａは、上下方向に細長い長方形状でなり、サイドガイド２４の係合突起２４Ｂ（
図８）よりも僅かに大きく形成されている。
【０１０４】
　係合孔６５Ｂ及び６５Ｃは、いずれも係合孔６５Ａと同様の長方形状に形成されており
、当該係合孔６５Ａの右側に互いに所定間隔を空けるように配置されている。すなわち係
合孔６５Ａ、６５Ｂ及び６５Ｃは、左右方向に沿って互いに所定間隔を空けて整列されて
いる。
【０１０５】
　このため係合孔群６５は、サイドガイド２４（図８）が挿通孔６１を介してフレーム２
０内へ挿通され、係合突起２４Ｂが係合孔６５Ａ、６５Ｂ及び６５Ｃのいずれかに挿通さ
れると、当該係合突起２４Ｂと係合した状態となり、サイドガイド２４における後端側を
位置決めする。
【０１０６】
　すなわち係合孔群６５は、作業者に係合孔６５Ａ、６５Ｂ及び６５Ｃのいずれかを選択
させた上で係合突起２４Ｂを係合させることにより、サイドガイド２４の後端側における
位置を左右方向に調整させることができる。
【０１０７】
　係合孔群６６は、係合孔群６５と同様に構成されており、３箇所の係合孔６６Ａ、６６
Ｂ及び６６Ｃを左右方向に沿って互いに所定間隔を空けて整列させている。また係合孔群
６７及び６８は、それぞれ係合孔群６５及び６６と左右対称に形成されており、３箇所の
係合孔６７Ａ、６７Ｂ及び６７Ｃ並びに３箇所の孔部６８Ａ、６８Ｂ及び６８Ｃをそれぞ
れ左右方向に沿って互いに所定間隔を空けて整列させている。
【０１０８】
　すなわち係合孔群６６、６７及び６８は、係合孔群６５と同様、各係合孔のいずれかを
選択させた上で係合突起２５Ｂ、２６Ｂ及び２７Ｂをそれぞれ係合させることにより、サ
イドガイド２５、２６及び２７の後端側における位置をそれぞれ左右方向に調整させるこ
とができる。
【０１０９】
　さらに図９に示したように、フレーム２０における前側部２０Ｃの前面側には、カバー
板７１が取り付けられるようになされている。因みにカバー板７１は、フレーム２０の前
側部２０Ｃに対し、図示しない取付ねじによって容易に取り付けられ、また容易に取り外
されるようになされている。
【０１１０】
　保持切替部及び着脱部としてのカバー板７１は、図１１に示すように、フレーム２０の
前側部２０Ｃに取り付けられたときの左上、左下、右上及び右下となる箇所に、それぞれ
位置決め部及び被係合部としての係合孔群７２、７３、７４及び７５が設けられている。
【０１１１】
　係合孔群７２は、後側部２０Ｄに穿設された係合孔群６５と同様、３箇所の係合孔７２
Ａ、７２Ｂ及び７２Ｃにより構成されている。係合孔７２Ａ、７２Ｂ及び７２Ｃは、それ
ぞれ上下方向に細長い長方形状に形成されており、サイドガイド２４の係合突起２４Ａ（



(15) JP 6119265 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

図８）よりも僅かに大きく形成されている。また係合孔７２Ａ、７２Ｂ及び７２Ｃは、左
右方向に沿って互いに所定間隔を空けて整列されている。因みにこの間隔は、係合孔群６
５における間隔と同等に揃えられている。
【０１１２】
　このため係合孔群７２は、サイドガイド２４（図９）が挿通孔６１を介してフレーム２
０内へ挿通され、係合突起２４Ａを係合孔７２Ａ、７２Ｂ及び７２Ｃのいずれかと対向さ
せた状態でカバー板７１が前側部２０Ｃに取り付けられると、当該係合突起２４Ａと係合
した状態となり、サイドガイド２４における前端側を位置決めする。
【０１１３】
　すなわち係合孔群７２は、カバー板７１が前側部２０Ｃに取り付けられる際に、作業者
に係合孔７２Ａ、７２Ｂ及び７２Ｃのいずれかを選択させた上で係合突起２４Ａを係合さ
せることにより、サイドガイド２４の前端側における位置を左右方向に調整させることが
できる。
【０１１４】
　係合孔群７３は、係合孔群７２と同様に構成されており、３箇所の係合孔７３Ａ、７３
Ｂ及び７３Ｃを左右方向に沿って互いに所定間隔を空けて整列させている。また係合孔群
７４及び７５は、それぞれ係合孔群７２及び７３と左右対称に形成されており、３箇所の
係合孔７４Ａ、７４Ｂ及び７４Ｃ並びに３箇所の孔部７５Ａ、７５Ｂ及び７５Ｃをそれぞ
れ左右方向に沿って互いに所定間隔を空けて整列させている。
【０１１５】
　すなわち係合孔群７３、７４及び７５は、係合孔群７２と同様、カバー板７１が前側部
２０Ｃに取り付けられる際に、各係合孔のいずれかを選択させた上で係合突起２５Ａ、２
６Ａ及び２７Ａをそれぞれ係合させることにより、サイドガイド２５、２６及び２７の前
端側における位置をそれぞれ左右方向に調整させることができる。
【０１１６】
　このように接客部１２は、サイドガイド２４～２７における前後の各係合突起２４Ｂ～
２７Ｂ及び２４Ａ～２７Ａを、係合孔群６５～６８及び７２～７５に３箇所ずつ設けられ
た係合孔のいずれかにそれぞれ係合させることにより、左右方向の位置をそれぞれ調整で
きるようになされている。
【０１１７】
［１－４．動作及び効果］
　以上の構成において、第１の実施の形態による接客部１２は、サイドガイド２４～２７
の前端及び後端に、係合突起２４Ａ～２７Ａ及び２４Ｂ～２７Ｂをそれぞれ設けた。
【０１１８】
　また接客部１２のフレーム２０には、前側部２０Ｃに挿通孔６１及び６２をそれぞれ穿
設し、後側部２０Ｄの前面に、それぞれ３箇所の係合孔６５Ａ～６５Ｃ等を左右方向に整
列させてなる係合孔群６５～６８を設けた。
【０１１９】
　さらにカバー板７１には、それぞれ３箇所の係合孔７２Ａ～７２Ｃ等を左右方向に整列
させてなる係合孔群７２～７５を設けた。
【０１２０】
　接客部１２は、その製造工程において、フレーム２０にビルプレス案内部２２及び２３
（図３、図４）やビルプレス２８、並びにビルプレス駆動部３０等が組み付けられた状態
で、前側部２０Ｃの挿通孔６１にサイドガイド２４及び２５が挿通され、また挿通孔６２
にサイドガイド２６及び２７が挿通される（図９）。
【０１２１】
　このときサイドガイド２４～２７の後端にそれぞれ設けられた係合突起２４Ｂ～２７Ｂ
は、作業者等により、係合孔群６５～６８にそれぞれ設けられた３個の係合孔のうち、対
応すべき紙幣ＢＬにおける長手方向の長さに合わせた係合孔にそれぞれ係合される。
【０１２２】
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　続いて接客部１２は、フレーム２０の前側部２０Ｃにカバー板７１が取り付けられる。
このときサイドガイド２４～２７の前端にそれぞれ設けられた係合突起２４Ａ～２７Ａは
、作業者等により、係合孔群７２～７５にそれぞれ設けられた３個の係合孔のうち、対応
すべき紙幣ＢＬにおける長手方向の長さに合わせた係合孔にそれぞれ係合される。
【０１２３】
　例えばサイドガイド２４は、作業者により係合孔６５Ａ及び係合孔７２Ａがそれぞれ選
択された上で、係合突起２４Ａ及び２４Ｂが係合される。
【０１２４】
　これによりサイドガイド２４は、サイドガイド２６との間隔、すなわち集積空間ＳＣに
おける左右方向の長さを、対応すべき紙幣ＢＬのうち長手方向の長さが最も長いものより
も僅かに長くなるよう調整することができる。
【０１２５】
　従って接客部１２は、その製造工程において、係合孔群６５～６８及び７２～７５の選
択した係合孔にサイドガイド２４～２７の係合突起２４Ｂ～２７Ｂ及び２４Ａ～２７Ａを
それぞれ係合させるだけで、サイドガイド２４～２７の左右方向の位置を容易に調整させ
、集積空間ＳＣの幅方向の大きさを容易に変更させることができる。
【０１２６】
　例えば従来の接客部のなかには、フレーム２０の内側面に複数のねじ孔が穿設され、サ
イドガイド２４～２７をそれぞれ所望の位置に合わせて、内部空間２０Ａ側からねじ止め
するようになされたものがあった。このような内部空間２０Ａ側からのねじ止め作業は、
作業者にとって困難な作業であり、作業性が悪いものであった。
【０１２７】
　これに対し本実施の形態による接客部１２では、フレーム２０の後側部２０Ｄとの間に
サイドガイド２４～２７を挟み込んだ状態で、当該フレーム２０の外側からカバー板７１
を取り付けるだけで、フレーム２０に対するサイドガイド２４～２７の前端及び後端を位
置決めできるため、従来の接客部と比較して作業性を格段に高めることができる。
【０１２８】
　また接客部１２は、製造後であっても、フレーム２０からカバー板７１を取り外すだけ
で、大がかりな分解作業を行わせること無く、サイドガイド２４～２７を挿通孔６１及び
６２から引き抜かせることが可能となり、各係合突起を係合させるべき係合孔の変更が可
能となる。
【０１２９】
　このため接客部１２は、製造後に集積空間ＳＣにおける左右方向の長さを変更する場合
であっても、フレーム２０の前側部２０Ｃからカバー板７１を取り外すといった極めて容
易な作業を行わせるだけで、サイドガイド２４～２７の各係合突起と各係合孔群の各係合
孔との係合状態を解除することができ、その取付位置を容易に変更させることができる。
【０１３０】
　さらに挿通孔６１及び６２は、比較的大きく形成されているため、挿通された状態のサ
イドガイド２４～２７を左右方向へ自由に移動させることができる。
【０１３１】
　このため接客部１２は、サイドガイド２４～２７をフレーム２０から完全に取り出さな
くとも、係合突起２４Ａ～２７Ａが係合孔群６５～６８の各係合孔から抜け出る程度に前
方へ引き出させるだけで、当該サイドガイド２４～２７の左右方向の位置を調整させるこ
とができる。
【０１３２】
　また接客部１２は、サイドガイド２４～２７を前後対称形状とし、係合突起２４Ａ～２
７Ａと２４Ｂ～２７Ｂとを互いに同等の形状とした。これと共に接客部１２は、係合孔群
６５～６８の各係合孔と係合孔群７２～７５の各係合孔とを互いに同等の形状とした。
【０１３３】
　このため接客部１２は、フレーム２０に対しサイドガイド２４～２７を前後方向に反転
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させても取り付けることができる。これにより接客部１２は、作業者にサイドガイド２４
～２７の取付作業や位置調整作業をさせる際に、当該サイドガイド２４～２７の前後方向
に注意を払わせることなく、その長手方向を前後へ向ける点のみ遵守させるだけで良い。
【０１３４】
　以上の構成によれば、第１の実施の形態による接客部１２は、作業者にサイドガイド２
４～２７の係合突起２４Ｂ～２７Ｂを係合孔群６５～６８の選択した係合孔にそれぞれ係
合させ、係合突起２４Ａ～２７Ａを係合孔群７２～７５の選択した係合孔にそれぞれ係合
させながらカバー板７１をフレーム２０の前側部２０Ｃに取り付けさせるようにした。こ
れにより接客部１２は、その組立後であっても大きく分解する必要なく、フレーム２０の
外側からの容易な操作により、サイドガイド２４～２７の取付位置を容易に調整させるこ
とができる。
【０１３５】
［２．第２の実施の形態］
　第２の実施の形態による現金自動預払機１０１（図１）は、第１の実施の形態による現
金自動預払機１と比較して、紙幣入出金機１０に代わる紙幣入出金機１１０を有する点が
相違するものの、他の部分については同様に構成されている。
【０１３６】
　紙幣入出金機１１０（図２）は、第１の実施の形態における紙幣入出金機１０と比較し
て、接客部１２に代わる接客部１１２を有する点が相違するものの、他の部分については
同様に構成されている。
【０１３７】
［２－１．接客部の構成］
　接客部１１２は、第１の実施の形態による接客部１２と比較して、フレーム２０に代わ
るフレーム１２０を中心に構成されており、サイドガイド２４、２５、２６及び２７に代
わるサイドガイド１２４、１２５、１２６及び１２７を有すると共に、カバー板７１が省
略されている点が相違している。
【０１３８】
　サイドガイド１２４は、図８と一部対応する図１２に示すように、後端部に係合突起２
４Ｂと対応する係合突起１２４Ｂを有する一方、前端部に係合突起２４Ａと大きく異なる
係合部１２４Ａが形成されている。因みにサイドガイド１２４は、所定の樹脂材料により
構成されている。
【０１３９】
　係合部１２４Ａは、上端近傍及び下端近傍それぞれにおいて前端側から後方へ向けて深
く形成された溝部１２４Ａ１及び１２４Ａ２により、中央の中央部１２４Ａ３と、上端の
板状部１２４Ａ４と、下端の板状部１２４Ａ５とに分けられている。
【０１４０】
　板状部１２４Ａ４及び１２４Ａ５は、いずれも上下方向に薄く前後方向に長い板状に形
成されており、後側端部においてサイドガイド１２４の本体部分に接続されて、さらに上
下に空間が形成されている。このため板状部１２４Ａ４及び１２４Ａ５は、上下方向への
外力が加えられると、弾性変形することになる。
【０１４１】
　板状部１２４Ａ４の上面における前端から所定距離だけ離れた箇所には、爪部１２４Ａ
６が立設されている。爪部１２４Ａ６は、後側に斜め上方を向いた傾斜面が形成される一
方、前側にほぼ前方向を向いた垂直面が形成されている。
【０１４２】
　また板状部１２４Ａ５の下面における前端から所定距離だけ離れた箇所には、爪部１２
４Ａ６とほぼ上下対称に形成された爪部１２４Ａ７が下方へ向けて立設されている。
【０１４３】
　因みにサイドガイド１２５、１２６及び１２７は、いずれもサイドガイド１２４と同様
に構成されており、係合部１２４Ａと同様に構成された係合部１２５Ａ、１２６Ａ及び１
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２７Ａをそれぞれ有している。
【０１４４】
　一方、フレーム１２０は、図１３に示すように、前側部２０Ｃと対応する前側部１２０
Ｃにおいて、挿通孔６１及び６２に代わる挿通孔１６１、１６２、１６３及び１６４が穿
設されている。
【０１４５】
　挿通孔１６１は、図１４に示すように、上下に細長い３個の領域１６１Ａ、１６１Ｂ及
び１６１Ｃを左右方向に連結したたような形状となっている。
【０１４６】
　この領域１６１Ａ、１６１Ｂ及び１６１Ｃは、挿通孔１６１の上辺から下方へ向けて突
設された仕切部１６１Ｐ及び１６１Ｑ並びに下辺から上方へ向けて突設された仕切部１６
１Ｒ及び１６１Ｓにより、互いに仕切られている。
【０１４７】
　また領域１６１Ａ、１６１Ｂ及び１６１Ｃは、サイドガイド１２４を前方向から見たと
きの投影形状（図１２（Ｂ））と同等若しくは僅かに大きく形成されている。
【０１４８】
　例えば挿通孔１６１における上下方向の長さＬ４は、サイドガイド１２４（図１２）に
おける本体部分の上下方向の長さＬ３よりも僅かに大きく（長く）なっている。因みにこ
の長さＬ４は、サイドガイド１２４における爪部１２４Ａ６の上端から爪部１２４Ａ７の
下端までの長さＬ５よりも小さく（短く）なっている。
【０１４９】
　また挿通孔１６２、１６３及び１６４は、いずれも挿通孔１６１とほぼ同様に構成され
ている。
【０１５０】
　このように接客部１１２には、サイドガイド１２４～１２７に係合部１２４Ａ～１２７
Ａが形成されると共に、前側部１２０Ｃに挿通孔１６１～１６４が設けられている。
【０１５１】
［２－２．動作及び効果］
　以上の構成において、第２の実施の形態による接客部１１２は、フレーム１２０の前側
部１２０Ｃに、互いに仕切られた複数の領域を有する挿通孔１６１～１６４を形成した（
図１３、図１４）。
【０１５２】
　またサイドガイド１２４～１２７は、後端に第１の実施の形態と同様の係合突起１２４
Ｂ～１２７Ｂをそれぞれ設けると共に、前端に係合部１２４Ａ～１２７Ａをそれぞれ設け
た。
【０１５３】
　この接客部１１２では、例えばフレーム１２０に対しサイドガイド１２４を取り付ける
際、当該フレーム１２０の前方から前側部１２０Ｃの挿通孔１６１を介して当該サイドガ
イド１２４を挿通させる。
【０１５４】
　サイドガイド１２４は、図１５に示すように、挿通孔１６１の領域１６１Ａ～１６１Ｃ
のうちいずれか１箇所が選択された上で（例えば領域１６１Ａとする）、この領域１６１
Ａに挿通される。
【０１５５】
　このときサイドガイド１２４は、領域１６１Ａ（図１４）に挿通されると、挿通孔１６
１の上辺及び下辺により上下方向の位置が規制されると共に、仕切部１６１Ｐ及び１６１
Ｒにより左右方向の位置が規制されるため、挿通孔１６１内における挿通箇所が当該領域
１６１Ａに固定される。これを換言すれば、サイドガイド１２４は、挿通孔１６１の選択
された領域に挿通されるだけで、前側の取付位置が仮固定されることになる。
【０１５６】
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　その後サイドガイド１２４は、フレーム１２０内へ順次挿入されることにより、図１６
（Ａ）に断面図を示すように、係合部１２４Ａが前側部１２０Ｃの近傍に到達する。
【０１５７】
　続いてサイドガイド１２４は、フレーム１２０内へさらに挿入されると、図１６（Ｂ）
に示すように、爪部１２４Ａ６及び１２４Ａ７が前側部１２０Ｃにおける挿通孔１６１の
内側面にそれぞれ当接することにより、板状部１２４Ａ４が下方へ弾性変形されると共に
、板状部１２４Ａ５が上方へ弾性変形される。
【０１５８】
　またこのときサイドガイド１２４は、第１の実施の形態と同様、後端側の係合突起１２
４Ｂ（図１２）が係合孔群６５の係合孔６５Ａ（図１０）に差し込まれていく。
【０１５９】
　やがてサイドガイド１２４は、後端部分が後側部１２０Ｄに到達すると、図１６（Ｃ）
に示すように、爪部１２４Ａ６及び１２４Ａ７を前側部１２０Ｃの後面側に位置させる。
【０１６０】
　これにより板状部１２４Ａ４及び１２４Ａ５は、爪部１２４Ａ６及び１２４Ａ７が前側
部１２０Ｃにおける挿通孔１６１の内側面に当接しなくなるため、それぞれ弾性力の作用
により自然状態に戻る。
【０１６１】
　このとき爪部１２４Ａ６は、前側部１２０Ｃにおける挿通孔１６１の上辺よりも上側へ
突出し、且つ爪部１２４Ａ７は、前側部１２０Ｃにおける挿通孔１６１の下辺よりも下側
へ突出する。この結果サイドガイド１２４は、爪部１２４Ａ６及び１２４Ａ７を前側部１
２０Ｃの後面側に係合させ、フレーム１２０に取り付けられた状態となる。
【０１６２】
　サイドガイド１２４は、係合部１２４Ａと前側部１２０Ｃとの係合により、取り付けら
れた状態、すなわち挿通孔１６１の領域１６１Ａを通るようにフレーム１２０内に挿通さ
れると共に係合突起１２４Ｂを係合孔６５Ａに係合させた状態を保持することができ、当
該フレーム１２０から前方へ自然に抜け出ることが無い。
【０１６３】
　またサイドガイド１２４は、フレーム１２０に取り付けられた状態（図１６（Ｃ））に
おいて、作業者の指先等により外力が加えられ、板状部１２４Ａ４が下方へ押し下げられ
ると共に板状部１２４Ａ５が上方へ押し上げられるよう弾性変形されると、爪部１２４Ａ
６及び１２４Ａ７と前側部１２０Ｃとの係合が解除される。
【０１６４】
　続いてサイドガイド１２４は、板状部１２４Ａ４及び１２４Ａ５が弾性変形されたまま
前方へ引き出されることにより、図１６（Ｂ）に示したような状態を経て、係合部１２４
Ａを前側部１２０Ｃの前方に位置させる（図１６（Ａ））。またこのときサイドガイド１
２４の後端側では、係合突起１２４Ｂが係合孔６５Ａから抜き出される。
【０１６５】
　その後サイドガイド１２４は、前方へ引き出されることにより、最終的に挿通孔１６１
から引き出され、フレーム１２０から完全に取り外された状態になる。
【０１６６】
　因みにサイドガイド１２５～１２７は、サイドガイド１２４と同様、それぞれ挿通孔１
６２～１６４を介してフレーム１２０の前方から挿通されると、係合突起１２５Ｂ～１２
７Ｂをそれぞれ係合孔群６６～６８の各係合孔に係合させると共に、係合部１２５Ａ～１
２７Ａを前側部１２０Ｃに係合させ、取り付けられた状態を保持することができる。
【０１６７】
　またサイドガイド１２５～１２７は、サイドガイド１２４と同様、フレーム１２０に取
り付けられた状態において、係合部１２５Ａ～１２７Ａと前側部１２０Ｃとの係合が解除
されて前方へ引き出されることにより、当該フレーム１２０から容易に取り外されること
ができる。
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【０１６８】
　従って接客部１１２は、作業者に挿通孔１６１～１６４における選択した領域にサイド
ガイド１２４～１２７を挿通させると共に、係合孔群６５～６８の選択した係合孔にサイ
ドガイド１２４～１２７の係合突起１２４Ｂ～１２７Ａをそれぞれ係合させるだけで、サ
イドガイド１２４～１２７の左右方向の位置を容易に調整させることができる。
【０１６９】
　このとき接客部１１２は、サイドガイド１２４等を最も後方まで挿入させるだけで、係
合部１２４Ａ等をフレーム１２０の前側部１２０Ｃと係合させることができる。
【０１７０】
　このため接客部１１２は、第１の実施の形態のように係合突起２４Ａ等と係合孔７２Ａ
等との位置を合わせながらカバー板７１を取り付ける場合と比較して、取付作業を格段に
容易化することができる。
【０１７１】
　また接客部１１２は、例えばサイドガイド１２４を取り外させる場合、係合部１２４Ａ
の板状部１２４Ａ４及びＢ５を上下方向から互いに近接させるように弾性変形させ、その
まま前方へ引き出させるだけで、係合を解除すると共にフレーム１２０内から取り外させ
ることができる。
【０１７２】
　このため接客部１１２は、第１の実施の形態のようにカバー板７１を取り外した上でサ
イドガイド２４を引き抜く場合と比較して、取り外し作業を格段に容易化することができ
る。
【０１７３】
　さらに接客部１１２は、フレーム１２０に対するサイドガイド１２４～１２７の取付位
置を調整する場合、上述した取り外し作業及び取付作業を立て続けに行うだけで良い。
【０１７４】
　このため接客部１１２は、作業者に対し、他の部品の取外しや取付を行わせることなく
、また工具等を用いさせることもなく、極めて容易に、且つ迅速に、所望の取付位置への
調整作業を行わせることができる。
【０１７５】
　また接客部１１２は、その他の点においても、第１の実施の形態と同様の作用効果を奏
し得る。
【０１７６】
　以上の構成によれば、第２の実施の形態による接客部１１２は、フレーム１２０の前方
から前側部１２０Ｃにおける挿通孔１６１～１６４の選択した領域を介してサイドガイド
１２４～１２７を挿通させ、係合突起１２４Ｂ～１２７Ｂをそれぞれ係合孔群６５～６８
の各係合孔に係合させると共に、係合部１２４Ａ～１２７Ａを前側部１２０Ｃに係合させ
るようにした。これにより接客部１１２は、サイドガイド１２４～１２７の前端部及び後
端部をそれぞれ所望の位置に調整した状態でフレーム１２０に取り付けさせると共に、そ
の状態を保持することができ、また係合部１２４Ａ～１２７Ａと前側部１２０Ｃとの係合
を解除させるだけで、容易に取り外させることもできる。
【０１７７】
［３．第３の実施の形態］
　第３の実施の形態による現金自動預払機２０１（図１）は、第１の実施の形態による現
金自動預払機１と比較して、紙幣入出金機１０に代わる紙幣入出金機２１０を有する点が
相違するものの、他の部分については同様に構成されている。
【０１７８】
　紙幣入出金機２１０（図２）は、第１の実施の形態における紙幣入出金機１０と比較し
て、紙幣カセット１７に代わる紙幣カセット２１７を有する点が相違するものの、接客部
１２等の他の部分については同様に構成されている。
【０１７９】
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［３－１．紙幣カセットの構成］
　紙幣カセット２１７は、内部に紙幣ＢＬを集積して収容する点において、第１の実施の
形態における接客部１２と機能的に類似しており、その構成においても接客部１２と一部
類似し、当該接客部１２を倒立させたような形状となっている。
【０１８０】
　すなわち紙幣カセット２１７は、図１７に示すように、フレーム２０と対応するフレー
ム２２０を中心に構成されている。フレーム２２０は、直方体状に形成されており、上下
方向、左右方向及び後方向がいずれも閉塞される一方、前面が大きく開放されることによ
り外部と連通している。
【０１８１】
　またフレーム２２０の前方には、蝶番２２１Ａを介して扉２２１が開閉可能に取り付け
られている。
【０１８２】
　内部空間２２０Ａの左端近傍及び右端近傍には、前後のほぼ中央となる位置に、ビルプ
レス案内部２２及び２３と対応するステージ案内部２２２及び２２３が設けられている。
ステージ案内部２２２及び２２３は、いずれも上下方向に細長い円柱状に形成されている
。
【０１８３】
　ステージ案内部２２２の前側及び後側には、サイドガイド２４及び２５とそれぞれ対応
するサイドガイド２２４及び２２５がそれぞれ設けられている。またステージ案内部２２
３の前側及び後側には、サイドガイド２６及び２７とそれぞれ対応するサイドガイド２２
６及び２２７がそれぞれ設けられている。
【０１８４】
　このサイドガイド２２４～２２７は、上下方向に細長い直方体状に構成されており、サ
イドガイド２４～２７と同様、内部空間２２０Ａ内において、左右方向に関する紙幣ＢＬ
の位置を規制するようになされている。
【０１８５】
　サイドガイド２２４は、サイドガイド２４の係合突起２４Ａ及び２４Ｂ（図８）と同様
、上端及び下端に係合突起２２４Ａ及び２２４Ｂが設けられている。またサイドガイド２
２５～２２７は、それぞれ下端及び上端に係合突起２２５Ａ～２２７Ａ及び２２５Ｂ～２
２７Ｂが設けられている。
【０１８６】
　また内部空間２２０Ａ内には、ビルプレス２８と対応するステージ２２８が設けられて
いる。ステージ２２８は、上下方向に薄い板状に形成されており、内部空間２２０Ａを上
下方向に仕切るようになされている。
【０１８７】
　ステージ２２８の左右の両側面には、それぞれ外方へ向けてステージアーム部が延設さ
れている。このステージアーム部には上下に貫通する孔部が穿設されており、この孔部に
ステージ案内部２２２及び２２３がそれぞれ挿通されている。
【０１８８】
　因みにステージ２２８は、ビルプレス駆動部３０と対応するステージ駆動部２３０によ
り駆動されるようになされている。このステージ駆動部２３０を構成する一部の部品は、
サイドガイド２２４及び２２５の左側並びにサイドガイド２２６及び２２７の右側にそれ
ぞれ配置されている。
【０１８９】
　またこの第３の実施の形態では、上下がフレーム２２０の上側部２２０Ｃ及びステージ
２２８により挟まれ、前後がフレーム２２０の後側部２２０Ｂ及び扉２２１により挟まれ
、さらに左右がサイドガイド２２４～２２７により挟まれた空間を集積空間ＳＣとする。
【０１９０】
　フレーム２２０の上側部２２０Ｃには、搬送部１３（図２）との間で紙幣ＢＬを授受す
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る入出部２４０が設けられている。入出部２４０は、図示しないローラを適宜回転駆動さ
せることにより、上側部２２０Ｃに穿設されたスリット２４１を介して紙幣ＢＬを内部空
間２２０Ａ内へ取り込み、又は内部空間２２０Ａ内から紙幣ＢＬを繰り出し、スリット２
４１を介して搬送部１３へ受け渡すようになされている。
【０１９１】
　ところでフレーム２２０の上側部２２０Ｃには、挿通孔６１及び６２とそれぞれ対応す
る挿通孔２６１及び２６２が左右にそれぞれ穿設されている。
【０１９２】
　挿通孔２６１は、上側部２２０Ｃを上下方向に貫通しており、フレーム２２０の上方か
らサイドガイド２２４及び２２５を内部空間２２０Ａ内へそれぞれ挿通させることができ
る。また挿通孔２６２は、上側部２２０Ｃを上下方向に貫通しており、フレーム２２０の
上方からサイドガイド２２６及び２２７を内部空間２２０Ａ内へそれぞれ挿通させること
ができる。
【０１９３】
　またフレーム２２０の下側部２２０Ｄにおける上面側（すなわち内面側）には、左前、
左後、右前及び右後に、係合孔群６５、６６、６７及び６８（図１０）とそれぞれ対応す
る係合孔群２６５、２６６、２６７及び２６８が設けられている。
【０１９４】
　係合孔群２６５～２６８は、それぞれ係合孔群６５～６８と同様、左右方向に並んだ３
箇所の係合孔により構成されている。
【０１９５】
　このため係合孔群２６５～２６８は、係合孔群６５～６８と同様、各係合孔のいずれか
を選択させた上で係合突起２２４Ｂ～２２７Ｂをそれぞれ係合させることにより、サイド
ガイド２２４～２２７の下端側における位置をそれぞれ左右方向に調整させることができ
る。
【０１９６】
　またフレーム２２０における上側部２２０Ｃの上面側には、カバー板７１と対応するカ
バー板２７１が取り付けられるようになされている。
【０１９７】
　カバー板２７１は、係合孔群７２、７３、７４及び７５とそれぞれ対応する係合孔群２
７２、２７３、２７４及び２７５が設けられている。この係合孔群２７２～２７５は、そ
れぞれ係合孔群７２～７５と同様、左右方向に並んだ３箇所の係合孔により構成されてい
る。
【０１９８】
　このため係合孔群２７２～２７５は、係合孔群７２～７５と同様、カバー板２７１が上
側部２２０Ｃに取り付けられる際に、各係合孔のいずれかを選択させた上で係合突起２２
４Ａ～２２７Ａをそれぞれ係合させることにより、サイドガイド２２４～２２７の上端側
における位置をそれぞれ左右方向に調整させることができる。
【０１９９】
　因みにカバー板２７１には、入出部２４０のスリット２４１と対応する箇所に、紙幣Ｂ
Ｌを通過させるためのスリット２７６が穿設されている。
【０２００】
　このように紙幣カセット２１７は、サイドガイド２２４～２２７における上下の各係合
突起２２４Ｂ～２２７Ｂ及び２２４Ａ～２２７Ａを、係合孔群２６５～２６８及び２７２
～２７５に３箇所ずつ設けられた係合孔のいずれかにそれぞれ係合させることにより、左
右方向の位置をそれぞれ調整できるようになされている。
【０２０１】
［３－２．動作及び効果］
　以上の構成において、第３の実施の形態による紙幣カセット２１７は、サイドガイド２
２４～２２７の上端及び下端に、係合突起２２４Ａ～２２７Ａ及び２２４Ｂ～２２７Ｂを
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それぞれ設けた。
【０２０２】
　また紙幣カセット２１７のフレーム２２０には、上側部２２０Ｃに挿通孔２６１及び２
６２をそれぞれ穿設し、下側部２２０Ｄの上面に、それぞれ３箇所の係合孔２６５Ａ～２
６５Ｃ等を左右方向に整列させてなる係合孔群２６５～２６８を設けた。
【０２０３】
　さらにカバー板２７１には、それぞれ３箇所の係合孔２７２Ａ～２７２Ｃ等を左右方向
に整列させてなる係合孔群２７２～２７５を設けた。
【０２０４】
　紙幣カセット２１７は、その製造工程において、フレーム２２０にステージ案内部２２
２及び２２３やステージ２２８、並びにステージ駆動部２３０等が組み付けられた状態で
、上側部２２０Ｃの挿通孔２６１にサイドガイド２２４及び２２５が挿通され、また挿通
孔２６２にサイドガイド２２６及び２２７が挿通される。
【０２０５】
　このときサイドガイド２２４～２２７の下端にそれぞれ設けられた係合突起２２４Ｂ～
２２７Ｂは、作業者等により、係合孔群２６５～２６８にそれぞれ設けられた３個の係合
孔のうち、対応すべき紙幣ＢＬにおける長手方向の長さに合わせた係合孔にそれぞれ係合
される。
【０２０６】
　続いて紙幣カセット２１７は、図１８に示すように、フレーム２２０の上側部２２０Ｃ
にカバー板２７１が取り付けられる。
【０２０７】
　このときサイドガイド２２４～２２７の上端にそれぞれ設けられた係合突起２２４Ａ～
２２７Ａは、作業者等により、係合孔群２７２～２７５にそれぞれ設けられた３個の係合
孔のうち、対応すべき紙幣ＢＬにおける長手方向の長さに合わせた係合孔にそれぞれ係合
される。
【０２０８】
　これによりサイドガイド２２４～２２７は、集積空間ＳＣにおける左右方向の長さを、
対応すべき紙幣ＢＬのうち長手方向の長さが最も長いものよりも僅かに長くなるよう調整
することができる。
【０２０９】
　従って紙幣カセット２１７は、第１の実施の形態と同様に、その製造工程において、作
業者に係合孔群２６５～２６８及び２７２～２７５の選択した係合孔にサイドガイド２２
４～２２７の係合突起２２４Ｂ～２２７Ｂ及び２２４Ａ～２２７Ａをそれぞれ係合させる
だけで、サイドガイド２２４～２２７の左右方向の位置を容易に調整させることができる
。
【０２１０】
　また紙幣カセット２１７は、製造後に集積空間ＳＣにおける左右方向の長さを変更する
場合であっても、フレーム２２０の上側部２２０Ｃからカバー板２７１を取り外すといっ
た極めて容易な作業を行わせるだけで、サイドガイド２２４～２２７の各係合突起と各係
合孔群の各係合孔との係合状態を解除することができ、その取付位置を直ちに変更させる
ことができる。
【０２１１】
　さらに紙幣カセット２１７は、その他の点においても、第１の実施の形態による接客部
１２と同様の作用効果を奏し得る。
【０２１２】
　以上の構成によれば、第３の実施の形態による紙幣カセット２１７は、作業者にサイド
ガイド２２４～２２７の係合突起２２４Ｂ～２２７Ｂを係合孔群２６５～２６８の選択し
た係合孔にそれぞれ係合させ、係合突起２２４Ａ～２２７Ａを係合孔群２７２～２７５の
選択した係合孔にそれぞれ係合させながらカバー板２７１をフレーム２２０の上側部２２
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０Ｃに取り付けさせるようにした。これにより紙幣カセット２１７は、その組立後であっ
ても大きく分解する必要なく、フレーム２２０の外側からの容易な操作により、サイドガ
イド２２４～２２７の取付位置を容易に調整させることができる。
【０２１３】
［４．他の実施の形態］
　なお上述した第１の実施の形態においては、サイドガイド２４～２７の後側端部にそれ
ぞれ設けた係合突起２４Ａ～２７Ａとフレーム２０の後側部２０Ｄに形成した係合孔群６
５～６８の各係合孔とを係合させることにより、フレーム２０に対するサイドガイド２４
～２７の後側端部の位置を固定する場合について述べた。
【０２１４】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えばサイドガイド２４～２７の後側端部にそれ
ぞれ係合孔を形成すると共に後側部２０Ｄに複数の係合突起を立設し、これらの係合孔と
係合突起とを係合させる等、互いに係合する種々の形状同士を互いに係合させることによ
り、フレーム２０に対するサイドガイド２４～２７の後側端部の位置を固定するようにし
ても良い。この場合、サイドガイド２４～２７の挿入方向を考慮し、サイドガイド２４～
２７を前後方向へ動かすことにより互いを係合でき、またその係合を解除できることが望
ましい。サイドガイド２４～２７の前側端部についても同様であり、さらには第２及び第
３の実施の形態についても同様である。
【０２１５】
　また上述した第１の実施の形態においては、カバー板７１をフレーム２０に取り付けた
ときにサイドガイド２４～２７の前端部を固定し、当該カバー板７１をフレーム２０から
取り外したときにサイドガイド２４～２７の前端部の固定を解除するようにした場合につ
いて述べた。
【０２１６】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えばカバー板７１をその下端において蝶番を介
してフレーム２０の前側部２０Ｃにおける前面側に取り付けるようにしても良い。この場
合、例えば所定のロック部材によりカバー板７１を前側部２０Ｃに当接させた状態にロッ
クしてサイドガイド２４～２７の前端部を固定し、或いはそのロックを解除してカバー板
７１を回動させることによりサイドガイド２４～２７の前端部の固定を解除するようにし
ても良い。第３の実施の形態についても同様である。
【０２１７】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、サイドガイド２４～２７を前後対称形状
とし、係合突起２４Ａ～２７Ａと２４Ｂ～２７Ｂとを互いに同等の形状とした上で、係合
孔群６５～６８の各係合孔と係合孔群７２～７５の各係合孔とを互いに同等の形状とする
ようにした場合について述べた。
【０２１８】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えばサイドガイド２４～２７を前後非対称形状
とし、係合突起２４Ａ～２７Ａと２４Ｂ～２７Ｂとを互いに異なる形状とした上で、係合
孔群６５～６８の各係合孔と係合孔群７２～７５の各係合孔とを互いに異なる形状とする
ようにしても良い。これにより、例えばサイドガイド２４～２７の前後に関する取付方向
が定められている場合に、作業者が誤って前後反対に取り付けるといった作業ミスの発生
を未然に防止することができる。第３の実施の形態についても同様である。
【０２１９】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、サイドガイド２４～２７をいずれも前後
方向に細長い直方体状とする場合について述べた。
【０２２０】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えばサイドガイド２４及び２５において上下方
向の長さを相違させても良く、また例えば紙幣ＢＬに当接する側面の角（稜線）を面取り
し、或いは丸める等、種々の形状としても良い。第２及び第３の実施の形態についても同
様である。



(25) JP 6119265 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

【０２２１】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、サイドガイド１２４の係合部１２４Ａ等
において、弾性変形する板状部１２４Ａ４及び１２４Ａ５にそれぞれ爪部１２４Ａ６及び
１２４Ａ７を設け、これらを前側部１２０Ｃと係合させるようにした場合について述べた
。
【０２２２】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば前側部１２０Ｃ側に板状部及び爪部を形成
しておき、この爪部をサイドガイド１２４等と係合させる等、種々の手法によりサイドガ
イド１２４等と前側部１２０Ｃとを係合させるようにしても良い。
【０２２３】
　さらに上述した第２の実施の形態においては、サイドガイド１２４～１２７の後端部に
第１の実施の形態と同様の係合突起１２４Ｂ～１２７Ｂをそれぞれ形成し、これらをフレ
ーム１２０の後側部１２０Ｄに形成された係合孔群６５～６８に係合させるようにした場
合について述べた。
 
【０２２４】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えばサイドガイド１２４～１２７の後端部に前
端部と同様の構成でなる係合部を設けると共に、フレーム１２０の後側部１２０Ｄに前側
部１２０Ｃと同様の形状でなる挿通孔を穿設するようにしても良い。この場合、フレーム
１２０の前方又は後方のいずれからもサイドガイド１２４～１２７を差し入れ、或いは引
き抜くことができる。
【０２２５】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、フレーム２０内において左右両端におけ
る上下のほぼ中央にビルプレス案内部２２及び２３を設け、それぞれの上下に、すなわち
左右２本ずつとなるように、サイドガイド２４及び２５並びに２６及び２７をそれぞれ取
り付けるようにした場合について述べた。
【０２２６】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えばフレーム２０内において左右両端における
下端近傍にビルプレス案内部２２及び２３を設け、それぞれの上側に、すなわち左右１本
ずつとなるように、サイドガイドをそれぞれ取り付けるようにしても良い。要は、フレー
ム２０内においてビルプレス２８等を前後方向へ移動させるための部材（ビルプレス案内
部２２及び２３並びにビルプレス駆動部３０等）との干渉を回避しつつ、紙幣ＢＬの左右
方向の位置を規制し得るような位置に、任意数のサイドガイドを左右それぞれに取り付け
るようにしても良い。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【０２２７】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、係合孔群６５～６８及び７２～７５に設
ける係合孔の数をそれぞれ３箇所とするようにした場合について述べた。
【０２２８】
　しかしながら本発明はこれに限らず、係合孔群６５～６８及び７２～７５に設ける係合
孔の数を２又は４以上としても良い。また係合孔の数については、係合孔群ごとに相違さ
せても良い。さらには、係合孔の整列方向についても左右方向に限らず、例えば斜め方向
としても良い。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【０２２９】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、前側部２０Ｃに２箇所の挿通孔６１及び
６２を穿設し、挿通孔６１にサイドガイド２４及び２５を挿通させ、挿通孔６２にサイド
ガイド２６及び２７を挿通させるようにした場合について述べた。
【０２３０】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えば前側部２０Ｃに、サイドガイド２４～２７
それぞれに対応する４箇所の挿通孔を穿設しても良く、或いは各係合孔に対応する１２箇
所の挿通孔をそれぞれ穿設するようにしても良い。第３の実施の形態についても同様であ
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る。
【０２３１】
　さらに上述した第１及び第２の実施の形態においては、本発明を接客部１２及び１１２
に適用し、第３の実施の形態においては、本発明を紙幣カセット２１７に適用するように
した場合について述べた。
【０２３２】
　しかしながら本発明はこれに限らず、例えばリジェクトカセット１６（図２）等、紙幣
入出金機１０内に設けられた他の部分に本発明を適用するようにしても良い。この場合、
適用可能な部分としては、内部に形成した空間内でビルプレスやステージを紙幣ＢＬの集
積方向に沿って移動させ、当該ビルプレスやステージにより仕切られた集積空間ＳＣに当
該紙幣ＢＬを集積し得る箇所であれば良い。
【０２３３】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、顧客との間で現金に関する取引処理を行
う現金自動預払機１において、媒体としての紙幣ＢＬを内部に集積する接客部１２に本発
明を適用するようにした場合について述べた。
【０２３４】
　しかしながらこれに限らず、例えば金融機関等の窓口において窓口担当の職員に使用さ
れる紙幣処理装置（いわゆるテラーマシン）等、紙幣ＢＬを取り扱う種々の装置において
、内部に紙幣ＢＬを集積する箇所に本発明を適用するようにしても良い。さらには、例え
ば証券や金券等のような種々の媒体を内部に集積する箇所に本発明を適用するようにして
も良い。第２及び第３の実施の形態についても同様である。
【０２３５】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、フレームとしてのフレーム２０と、仕切
板としてのビルプレス２８と、仕切板移動部としてのビルプレス案内部２２及び２３並び
にビルプレス駆動部３０と、サイドガイドとしてのサイドガイド２４～２７と、位置決め
部としての係合孔群６５～６８及び７２～７５と、保持切替部としてのカバー板７１とに
よって媒体収容装置としての接客部１２を構成する場合について述べた。
【０２３６】
　しかしながら本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなるフレームと、仕切板と、
仕切板移動部と、サイドガイドと、位置決め部と、保持切替部とによって媒体収容装置を
構成するようにしても良い。
【０２３７】
　さらに上述した第１の実施の形態においては、搬送部としての搬送部１３と、フレーム
としてのフレーム２０と、仕切板としてのビルプレス２８と、仕切板移動部としてのビル
プレス案内部２２及び２３並びにビルプレス駆動部３０と、サイドガイドとしてのサイド
ガイド２４～２７と、位置決め部としての係合孔群６５～６８及び７２～７５と、保持切
替部としてのカバー板７１とによって媒体処理装置としての現金自動預払機１を構成する
場合について述べた。
【０２３８】
　しかしながら本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなる搬送部と、フレームと、
仕切板と、仕切板移動部と、サイドガイドと、位置決め部と、保持切替部とによって媒体
処理装置を構成するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０２３９】
　本発明は、種々の媒体を内部の集積空間に集積する種々の装置でも利用できる。
【符号の説明】
【０２４０】
　１、１０１、２０１……現金自動預払機、１０、１１０、２１０……紙幣入出金機、１
２、１１２……接客部、１７、２１７……紙幣カセット、２０、１２０、２２０……フレ
ーム、２０Ａ、１２０Ａ、２２０Ａ……内部空間、２０Ｃ、１２０Ｃ、前側部、２０Ｄ、
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１２０Ｄ……後側部、２２、２３……ビルプレス案内部、２４、２５、２６、２７、１２
４、１２５、１２６、１２７、２２４、２２５、２２６、２２７……サイドガイド、２４
Ａ、２４Ｂ、２５Ａ、２５Ｂ、２６Ａ、２６Ｂ、２７Ａ、２７Ｂ、１２４Ｂ、１２５Ｂ、
１２６Ｂ、１２７Ｂ、２２４Ａ、２２４Ｂ、２２５Ａ、２２５Ｂ、２２６Ａ、２２６Ｂ、
２２７Ａ、２２７Ｂ……係合突起、２８……ビルプレス、２９……プールガイド、３０…
…ビルプレス駆動部、６１、６２、１６１、１６２、１６３、１６４、２６１、２６２…
…挿通孔、６５、６６、６７、６８、７２、７３、７４、７５、２６５、２６６、２６７
、２６８、２７２、２７３、２７４、２７５……係合孔群、６５Ａ、６５Ｂ、６５Ｃ、６
６Ａ、６６Ｂ、６６Ｃ、６７Ａ、６７Ｂ、６７Ｃ、６８Ａ、６８Ｂ、６８Ｃ、７２Ａ、７
２Ｂ、７２Ｃ、７３Ａ、７３Ｂ、７３Ｃ、７４Ａ、７４Ｂ、７４Ｃ、７５Ａ、７５Ｂ、７
５Ｃ……係合孔、７１、２７１……カバー板、１２４Ａ、１２５Ａ、１２６Ａ、１２７Ａ
……係合部、２２０Ｃ……上側部、２２０Ｄ……下側部、２２２、２２３……ステージ案
内部、２２８……ステージ、２３０……ステージ駆動部、ＢＬ……紙幣、ＳＣ……集積空
間。

【図１】 【図２】
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